
規

則 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
保
証
人
一
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
及
び
身
元
引
受
人
」
に
、
「
保
護
者
（
親

権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
入
学
希
望
者
を
現
に
保
護
又
は
扶
助
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
様
式
第
四
号
の
」
を
「
連
帯
保
証
人
と
共
に
記

名
し
た
様
式
第
四
号
（
一
）
の
授
業
料
に
係
る
誓
約
書
及
び
身
元
引
受
人
と
共
に
記
名
し
た
様
式

第
四
号
（
二
）
の
大
学
校
生
活
に
係
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
未
成
年
者
を
現
に
保
護
又
は

扶
助
す
る
も
の
を
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
誓
約
書
に
共
に
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条
第
二
項
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
及
び
身
元
引
受
人
は
、
成
年
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ま
た
、
連
帯
保
証
人
」
に
、
「
成
年
者
」
を
「
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
本
文
」
を
「
第
一
項
前
段
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。 

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
中
「
保
護
者
及
び
保
証
人
と
連
署
」
を
「
身
元
引
受
人
と
共
に
記
名
」

に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
十
八
条
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
専
門
士
の
称
号
） 

第
十
八
条 

野
菜
学
科
等
を
修
了
し
た
学
生
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
門
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
（
一
）
と
す
る
。 
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様式第４号（１）（第９条関係） 

 

 

 

  

授業料に係る誓約書 

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 

 

 私は、埼玉県農業大学校に在学中は、遅滞なく、埼玉県農業大学校条例第７条に規

定する授業料を納付することを誓約します。 

 

本 人 住 所             

氏 名             

 

保護者 住 所             

                                     氏 名             

本人との関係          

 

 

 本人の埼玉県農業大学校在学中、本人が負う授業料の支払の債務（年額   円）

について、連帯して保証します。 

 

連帯保証人 住 所             

氏 名             

    本人との関係          

 

 

備考 本人が未成年者であるときは、保護者が共に記名してください。 
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様
式
第
五
号
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第４号（２）（第９条関係） 

 

 

  

大学校生活に係る誓約書 

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 

 

 私は、入学の上は、埼玉県農業大学校管理規則等の関係規則及び指示事項を厳守

し、誠実に勉学に励むことを誓約します。 

 

本 人 住 所             

氏 名             

 

保護者 住 所             

                                     氏 名             

本人との関係          

 

 

 本人が在校中は、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 関係規則及び指示事項を厳守させます。 

２ 本人への連絡が取れない場合その他緊急を要する場合に、大学校からの連絡に応

じます。 

３ 本人が埼玉県農業大学校管理規則に定める願い出をする際に、所定の書類に共に

記名します。 

 

身元引受人 住 所             

氏 名             

本人との関係          

 

 

備考 本人が未成年者であるときは、保護者が共に記名してください。 
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様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第５号（第１２条関係） 

  

休 学 願              

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 

 

本 人 氏 名                

 

身元引受人 住 所                

氏 名                

                   本人との関係 

 

 

  私は、次の理由により休学したいので、休学願を提出します。 

 １ 理   由 

 ２ 休学の期間     年  月  日から    年  月  日まで 
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様式第６号（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

復 学 届              

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 
 

本 人 氏 名                

 

身元引受人 住 所                

氏 名                
本人との関係             

 
 

  私は、次の理由により復学したいので、届けます。 

 １ 理   由 

 ２ 復学の期日     年  月  日から 

 ３ 休学の期間     年  月  日から    年  月  日まで 
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様式第７号（第１３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退 学 願              

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 
 

本 人 氏 名                

 

 身元引受人 住 所                

氏 名                
本人との関係             

 
 

  私は、次の理由により退学したいので、退学願を提出します。 

 １ 理   由 

 ２ 退学の期日     年  月  日 
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様
式
第
八
号
（
一
）
及
び
様
式
第
八
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第

二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
八
号
（
一
）
及
び
様
式
第
八
号
（
二
）

の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
様
式
第
四
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
七
号
ま

で
の
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
埼
玉
県
農
業
大
学
校
に
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
埼
玉
県
農
業
大
学
校
に
在
学
す
る
学
生
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
第
１
８
条
関
係
）

 
（
第
１
９
条

 

関
係
）
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